
 
 

 

 

 

甲賀市消防団組織再編計画    

 

 

 

 

甲賀市 

 

令和３年３月 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

目次 

１．基本的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１   

（１）策定の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１                            

（２）計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

（３）計画の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１  

 

２．消防団の現状と課題  

（１）消防団の組織と配置 ・・・・・・・・・・・・・・・・２-４ 

（２）常備消防が各地域へ到達するまでの時間・・・・・・・・５-９ 

（３）消防団員数、消防団員の出動状況・・・・・・・・・・・１０-１２ 

（４）消防団車庫及び車両の配備状況 ・・・・・・・・・・・１２-１５ 

（５）消防団組織の課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６-１８ 

 

３．消防団の充実強化に向けた取り組み 

（１）消防団に期待される役割・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

（２）消防団組織の充実と再編・・・・・・・・・・・・・・・１９-２０ 

（３）消防団組織の再編について・・・・・・・・・・・・・・・２１-２３ 

（４）消防団員の活動体制・・・・・・・・・・・・・・・・・２３-２４ 

（５）消防団施設の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４-２５ 

（６）その他の対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５-２７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

１． 基本的事項 

（１）策定の趣旨 

平成１６年１０月に旧５町の合併により誕生した甲賀市消防団は、旧町

の５つの消防団の組織形態・定数を継承し、地域防災の要として精力的に

活動しています。昨今では、少子高齢化や被雇用団員の増加、勤務形態の

多様化などの社会情勢の変化により、消防団員の確保が難しくなるなど、

消防団の置かれている環境は大きく変化しています。 

また、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律（平成２

５年法律第１１０号）」では、消防団員は、「将来にわたり地域防災力の中

核として欠くことのできない代替性のない存在」と定義され、地域防災に

おける消防団員の重要性と充実強化が示されました。そのため、装備・訓

練等はもちろん、限られた資源の中で消防車庫や車両の老朽化などの課題

を解決し、充実強化を進める必要があります。 

こうしたことから、本計画は、今後予想される変化に対応できる組織体

制作りの基礎とし、消防団が地域住民の付託に応え、地域防災力の向上と

安全・安心のまちづくりに寄与することを目的とし、策定します。 

 

（２）計画の位置づけ 

本計画は「第２次甲賀市総合計画」、「甲賀市公共施設等総合管理計画」と

整合を図り、「甲賀市消防施設長寿命化計画」と連携しながら消防団組織の

再編、強化による体制・基盤の充実に向けた計画と位置づけます。 

 

（３）計画の期間  

 本計画は、「甲賀市公共施設等総合管理計画」に準じ、将来的な消防体制

における施設維持などを見据え、令和３年度から令和１０年度までを第１

期、令和１１年度以降については、令和２２年度までの１２年間を第２期、

令和２３年度から令和３８年度までの１６年間を第３期と位置づけ計画を

推進することとします。 

消防団の組織や施設の整備には相当の期間を要すると想定されるため以

後の計画については段階的に見直していくものとし、社会情勢の変化等にも

対応しながら検討を行うものとします。 
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２．消防団の現状と課題 

（１）消防団の組織と配置 

甲賀市消防団は、団本部と市内５地域をそれぞれ管轄する５つの方面隊と

女性消防隊により組織されています。各方面隊は４～５の分団で組織され、

その分団管轄は学区単位となっているケースが多く、通常の消防団活動は分

団を組織する部・班単位で従事しています。 

 

１）   組織図、分団管轄区域図                 表１  
                          

       第１分団 ６班 
      

水口方面隊 
 第２分団 ５班 

        第３分団 ５班 
        第４分団 １０班 
        第５分団 ６班 
       第１分団 ３班 
      

土山方面隊 
  第２分団 ３班 

      第３分団 ６班 

       第４分団 ６班 

       第１分団 １部・７班 

      
甲賀方面隊 

 第２分団 １部・６班 

消
防
団
長 

 

副
団
長 

      第３分団 １部・４班 
      第４分団 １部・５班 

       第１分団 ４班 
    

甲南方面隊 
  第２分団 ３班 

        第３分団 ４班 
        第４分団 ３班 
        第５分団 ５班 
        信楽分団 ４部 
       

信楽方面隊 
  雲井分団 ４部 

       小原分団 ２部 
        朝宮分団 ３部 
        多羅尾分団 １部 
      

女性消防隊 
   

         

構成する班・部 
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２）   各方面隊の管轄区域                                  表 2  

  

 １ 水口方面隊                          

分団 区域 

第１分団 水口町 本町一丁目の一部、本町二丁目、松栄、暁、宮の前、鹿深、本町三

丁目、新町一丁目、新町二丁目、高塚の一部、神明の一部、本綾

野、八坂、八光、梅が丘、城東、綾野、日電、城内、本丸、中邸、

東林口、西林口の一部、水口の一部、林口、南林口、名坂、東名

坂、松尾、古城が丘、朝日が丘、笹が丘の一部、的場 

第２分団 八田、春日、下山、伴中山、山、笹が丘の一部、さつきが丘の一

部、ひのきが丘 

第３分団 泉、酒人、植、宇田、北脇、西林口の一部、笹が丘の一部、さつき

が丘の一部、北泉一丁目、北泉二丁目 

第４分団 虫生野、虫生野中央、虫生野虹の町、貴生川、貴生川一丁目、貴生

川二丁目、貴生川三丁目、貴生川四丁目、北内貴、宇川、高山、岩

坂、三大寺、三本柳、牛飼、杣中、山上 

第５分団 水口の一部、元町、京町、高塚の一部、神明の一部、本町一丁目の

一部、秋葉、新城、中畑、今郷、嶬峨、和野 

 

２ 土山方面隊 

分団 区域 

第１分団 土山町 大河原、鮎河 

第２分団 黒滝、黒川、猪鼻、山中、笹路、山女原 

第３分団 南土山、北土山、平子、瀬ノ音、青土、野上野、大澤 

第４分団 頓宮、前野、市場、徳原、大野 
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３ 甲賀方面隊 

分団 区域 

第１分団 甲賀町 櫟野、神、大原上田、大久保、大原中、鳥居野、拝坂 

第２分団 油日、上野、毛枚、和田、高嶺、五反田、鹿深台 

第３分団 小佐治、神保、隠岐、岩室 

第４分団 相模、大原市場、高野、田堵野、滝 

 

４ 甲南方面隊 

分団 区域 

第１分団 甲南町 深川の一部、深川市場、葛木の一部、森尻、宝木、 

耕心１丁目～４丁目 

第２分団 杉谷、新治、塩野、市原 

第３分団 池田、磯尾、竜法師、野尻、野田 

第４分団 柑子、野川、下馬杉、上馬杉 

第５分団 寺庄、葛木の一部、深川の一部、稗谷、 

希望ケ丘１丁目～５丁目、希望ケ丘本町１丁目～１０丁目 

５ 信楽方面隊 

分団 区域 

信楽分団 信楽町 長野、神山、江田、田代、畑 

雲井分団 勅旨、牧、黄瀬、宮町 

小原分団 杉山、柞原、小川、小川出、西、中野 

朝宮分団 上朝宮、下朝宮、宮尻 

多羅尾分団 多羅尾 

６ 女性消防隊の区域は、市内全域とする。 

 

 



 

5 
 

（２）常備消防が各地域へ到達するまでの時間 

  直近の常備消防施設及び消防本部からの距離と時間 

 ※１ 測定の基点は消防本部（水口消防署）及び甲南消防署、信楽消防署、

土山分署とし、地域における中央部までを測定 

 ※２ 時間は普通走行によるもの 

※３ 評価:「Ａ」は６分以内に到達が可能で、延焼拡大が阻止できると考え 

られる地域、「Ｂ」は適切な初期消火が行われない場合において、延焼

拡大の危険があると考えられる地域  

 表３  

※     の分団内には、常備消防が到達するまでに時間を要し、延焼拡

大の危険あると考えられる地域が全て又は複数ある 

〇水口方面隊                                                

 分団 地域 
  時間（分） 距離（キロメートル） 

評価 
消防本部 甲南署 消防本部 甲南署 

第１分団 

水口 ６ 13 5.1 12.1 Ａ 

八坂 ２ 10 1.5 9.0   Ａ 

西林口、東林口 ２ 10 1.7 9.4 Ａ 

名坂 ６ 13 5.2 12.2 Ａ 

松尾 ６ 13 5.5 12.5 Ａ 

朝日が丘 ４ 11 3.1 10.1 Ａ 

第２分団 

八田 10 18 9.8 17.9 Ｂ 

春日 11 18 10.1 17.1 Ｂ 

伴中山 ８ 15 7.8 14.8 Ｂ 

下山 ９ 16 8.2 15.6 Ｂ 

山 ９ 16 8.7 15.7 Ｂ 

第３分団 

泉 ５ 12 4.1 11.8 Ａ 

酒人 ４ 12 3.5 11.2 Ａ 

植 ３ 11 2.6 10.3 Ａ 

宇田 ３ 11 2.4 10.0 Ａ 

北脇 ３ 12 3.1 10.8 Ａ 
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第４分団 

虫生野 ４ ８ 3.0 6.8 Ａ 

貴生川 ２ ７ 1.6 6.5 Ａ 

北内貴 １ ７ 1.0 6.9 Ａ 

宇川 ４ ９ 3.6 8.5 Ａ 

高山 ５ ７ 4.7 6.7 Ａ 

三大寺 ６ ８ 5.2 7.2 Ａ 

三本柳 ４ ６ 3.3 5.3 Ａ 

牛飼 ５ ７ 4.5 6.5 Ａ 

杣中 ５ ５ 4.4 4.5 Ａ 

山上 ７ ７ 6.3 6.4 Ｂ 

第５分団 

中畑 ７ 14 5.6 12.6 Ｂ 

新城 ４ 11 3.8 10.8 Ａ 

今郷 ６ 12 5.0 11.7 Ａ 

嶬峨 ５ 12 4.5 10.7 Ａ 

和野 ７ 12 6.8 11.5 Ｂ 

〇土山方面隊 

分団 地域 
  時間（分） 距離（キロメートル） 

評価 
土山分署 消防本部 土山分署 消防本部 

第１分団 大河原 14 25 13.7 24.0 Ｂ 

鮎河 12 23 11.7 22.1 Ｂ 

第２分団 山女原 11 21 10.4 20.8 Ｂ 

笹路 10 20 8.8 19.1 Ｂ 

山中 ８ 18 7.4 17.8 Ｂ 

黒川 ８ 19 7.7 18.1 Ｂ 

黒滝 10 21 9.7 20.1 Ｂ 

猪鼻 ６ 17 5.7 16.1 Ａ 

第３分団 北土山、南土山 ３ 13 2.2 12.6 Ａ 
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大澤 ３ 13 2.4 12.1 Ａ 

野上野 ４ 15 3.8 14.2 Ａ 

瀬音 ５ 15 4.3 14.6 Ａ 

平子 ４ 14 3.1 13.5 Ａ 

青土 ７ 17 6.1 16.5 Ｂ 

第４分団 徳原 ４ ８ 3.7 7.0 Ａ 

大野 ６ ８ 5.7 7.9 Ａ 

頓宮 ３ 11 2.0 10.6 Ａ 

前野 １ 11 0.6 10.1 Ａ 

市場 ４ 10 2.8 9.7 Ａ 

〇甲賀方面隊 

分団 地域 

  時間（分） 距離（キロメートル） 

評価 甲南署 消防本

部 
甲南署 消防本部 

第１分団 櫟野 ９ 17 8.8 16.4 Ｂ 

神 ９ 15 8.8 14.7 Ｂ 

大原上田 ７ 13 6.3 12.3 Ｂ 

大久保 ７ 13 6.1 12.1 Ｂ 

大原中 ６ 12 5.7 11.7 Ａ 

鳥居野 ５ 11 4.9 10.8 Ａ 

拝坂 ５ 12 4.3 11.5 Ａ 

第２分団 油日 ８ 15 7.3 14.8 Ｂ 

上野 ６ 13 5.2 12.7 Ａ 

毛枚 ６ 13 4.9 12.4 Ａ 

和田 ７ 14 6.1 13.6 Ｂ 

高嶺 ８ 16 8.0 15.5 Ｂ 

五反田 ９ 17 8.7 16.3 Ｂ 



 

8 
 

第３分団 小佐治 ９ ８ 6.2 7.3 Ｂ 

神保 ８ ８ 4.2 7.4 Ｂ 

隠岐 ６ ８ 3.3 7.8 Ａ 

岩室 10 10 9.8 9.8 Ｂ 

第４分団 相模 ４ 11 3.9 10.5 Ａ 

大原市場 ４ 12 3.6 11.5 Ａ 

高野 ３ 11 2.3 10.3 Ａ 

田堵野 ４ 12 4.3 11.8 Ａ 

滝 ４ 12 3.9 11.6 Ａ 

〇甲南方面隊 

分団 地域 
  時間（分） 距離（キロメートル） 

評価 
甲南署 消防本部 甲南署 消防本部 

第１分団 深川 ４ ６ 3.2 5.4 Ａ 

森尻 ５ ５ 4.0 4.5 Ａ 

宝木 ５ ４ 4.6 3.3 Ａ 

耕心 ６ ４ 5.3 3.4 Ａ 

深川市場 ４ ６ 3.0 5.2 Ａ 

第２分団 杉谷    ８ 10 7.1 9.7 Ｂ 

新治 ４ ８ 3.0 8.0 Ａ 

塩野、市原 ７ ７ 6.3 6.3 Ｂ 

第３分団 池田 ５ 13 4.6 12.0 Ａ 

竜法師、野尻 ２ ９ 0.9 7.8 Ａ 

野田 ３ ７ 2.1 6.2 Ａ 

磯尾 ８ 12 7.0 11.4 Ｂ 

第４分団 柑子 ４ 11 3.1 10.2 Ａ 

野川 ４ 12 3.9 11.3 Ａ 

上馬杉 ８ 15 6.9 14.3 Ｂ 
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下馬杉 ６ 13 5.4 12.8 Ａ 

第５分団 寺庄 ３ 10 2.1 9.3 Ａ 

葛木 ３ ６ 4.1 5.2 Ａ 

希望ケ丘 

希望ケ丘本町 

６ ４ 5.7 3.7 
Ａ 

稗谷 11 ４ 10.8 3.8 Ａ 

〇信楽方面隊 

分団 地域 
  時間（分） 距離（キロメートル） 

評価 
信楽署 消防本部 信楽署 消防本部 

信楽分団 長野 １ 18 1.0 17.5 Ａ 

神山 ６ 22 5.1 21.6 Ａ 

江田 ３ 19 2.1 18.6 Ａ 

畑 11 27 7.6 24.1 Ｂ 

田代 ９ 25 5.8 23.2 Ｂ 

雲井分団 勅旨 ３ 16 2.0 15.4 Ａ 

牧 ４ 13 3.9 12.7 Ａ 

黄瀬 ６ 13 5.0 12.4 Ａ 

宮町 ８ 14 7.0 12.6 Ｂ 

小原分団 柞原 ５ 21 4.2 20.7 Ａ 

小川、小川出 ７ 23 6.1 22.6 Ｂ 

中野 ６ 22 5.0 21.4 Ａ 

西 ３ 19 2.4 18.9 Ａ 

朝宮分団 上朝宮 10 26 8.8 25.2 Ｂ 

下朝宮 11 27 10.1 26.5 Ｂ 

宮尻 13 30 12.6 29.1 Ｂ 

多羅尾分団 多羅尾 12 28 11.3 27.8 Ｂ 
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（３） 消防団員数、消防団員の出動状況 

１） 消防団員数の表（定数、実数、充足率、平均年齢等記載）    表４  

（令和２年7月1日現在）                    

方面隊 分団 定数内訳(人) 実員数(人) 差 
定数

(人) 

合計

（人） 
差 充足率 平均年齢 

本団 正副団長 3 3 0 3 3 0 100% 56.3 歳 

水口方面隊 

方面隊長 1 1 0 

272 267 △ 5 98% 35.6 歳 

副隊長 1 1 0 

第１分団 64 62 △ 2 

第２分団 50 49 △ 1 

第３分団 36 41 5 

第４分団 67 63 △ 4 

第５分団 53 50 △ 3 

土山方面隊 

方面隊長 1 1 0 

155 153 △ 2 99% 34.2 歳 

副隊長 1 1 0 

第１分団 24 20 △ 4 

第２分団 26 26 0 

第３分団 50 52 2 

第４分団 53 53 0 

甲賀方面隊 

方面隊長 1 1 0 

235 229 △ 6 97% 37.9 歳 

副隊長 1 1 0 

第１分団 71 65 △ 6 

第２分団 64 68 4 

第３分団 49 47 △ 2 

第４分団 49 47 △ 2 

甲南方面隊 

方面隊長 1 1 0 

174 177 3 102% 41.4 歳 

副隊長 1 1 0 

第１分団 38 38 0 

第２分団 33 35 2 

第３分団 37 36 △ 1 

第４分団 27 27 0 

第５分団 37 39 2 

信楽方面隊 方面隊長 1 1 0 253 234 △ 19 92% 34.9 歳 
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副隊長 1 1 0 

信楽分団 91 84 △ 7 

雲井分団 55 53 △ 2 

小原分団 48 42 △ 6 

朝宮分団 33 32 △ 1 

多羅尾分団 24 21 △ 3 

女性消防隊 
女性分団長 1 1 0 

13 11 △ 2 85% 48.2 歳 
女性団員 12 10 △ 2 

予備人員 15 0 △ 15 15 0 ― ―  

  1,120 1,074 △ 46 1,120 1,074 △ 46 96% 36.9 歳 

  

２） 消防団員の出動状況一覧表   

                    

＜火災発生件数＞（令和元年中）                 表５  

                                                    (件) 

  総数 水口 土山 甲南 甲賀 信楽 

火災種

別件数 

建物 20 9 3 2 2 4 

林野 1      1 

車両 7 1 4 1 1   

その他 14 5 3    6 

計 42 15 10 3 3 11 

 

＜火災出動状況＞（令和元年中） ※延べ人数                    表６  

                                （人） 

月 別 

団 別 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 合 計 

甲
賀
市
消
防
団 

本 団 
2 0 0 5 0 2 1 0 2 0 0 0 12 

水口方面隊 0 19 12 18 42 0 40 16 58 15 10 59 289 

土山方面隊 0 24 25 53 0 0 0 0 45 4 0 0 151 

甲賀方面隊 14 0 3 115 69 0 0 0 0 0 0 0 201 

甲南方面隊 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

信楽方面隊 0 0 0 78 56 65 0 0 91 0 0 0 290 

女性消防隊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 
16 67 40 269 167 67 41 16 196 19 10 59 967 
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＜訓練・その他出動状況＞（令和元年中）                    表７ 

（人） 

＜主な年間行事＞  

４月：初任者研修、６月～７月：ポンプ操法訓練、８月：滋賀県消防操法訓練大会、

１１月：秋期方面隊訓練、１２月：年末特別警戒、１月：消防出初式、 

２月：春期方面隊訓練 

 

（４）消防団車庫及び車両の配備状況 

１） 消防団施設一覧表                                                    表８   

地区 分団 班 住所 車 

水口 

第 1分団 

第１班 水口町八坂 2434-3 ポンプ車 

第２班 水口町水口 6053（甲賀市役所） ポンプ車 

第３班 水口町西林口 439 積載車 

第４班 水口町名坂 25-1 積載車 

第５班 水口町松尾 1143-2 積載車 

第６班 水口町朝日が丘 610-23 積載車 

第２分団 

第１班 水口町八田 148 積載車 

第２班 水口町春日 1383-2 積載車 

第３班 水口町伴中山 2639-5,2640-4 ポンプ車 

第４班 水口町さつきが丘 15-1 積載車 

月 別 

団 別 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

合 

計 

甲
賀
市
消
防
団 

本 団 
9 6 3 13 6 6 4 3 3 3 3 6 65 

水口方面隊 
132 0 0 99 2 316 55 56 6 34 23 143 866 

土山方面隊 
84 0 0 54 4 190 10 13 2 9 128 91 585 

甲賀方面隊 
122 211 0 72 16 17 21 4 2 12 67  123 667 

甲南方面隊 
101 0 4 62 8 147 63 50 6 9 18 183 651 

信楽方面隊 
118 0 0 217 25 37 65 78 2 17 177 131 867 

女性消防隊 
16 15 20 11 10 17 13 14 1 12 20 29 178 

合 計 582 232 27 528 71 730 231 218 22 96 436 706 3879 
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第５班 水口町山 2911 積載車 

第３分団 

第１班 水口町泉 120 積載車 

第２班 水口町酒人 578 積載車 

第３,４班 水口町宇田 478-1 積載車 

第５班 水口町北脇 1616-8（柏木公民館） ポンプ車 

第４分団 

第１班 水口町虫生野 1059-6 積載車 

第２、７班 水口町貴生川 565-1 ポンプ車 

第３班 水口町北内貴 1004 積載車 

第４班 水口町宇川 2318 積載車 

第５班 水口町高山 334-1 積載車 

第６班 水口町三大寺 625 積載車 

第８班 水口町牛飼 940-2 積載車 

第９班 水口町杣中 390-1 積載車 

第１０班 水口町山上 871-1 積載車 

第５分団 

第１班 水口町水口 24-4 ポンプ車 

第２班 水口町中畑 517 積載車 

第３班 水口町新城 63-1 積載車 

第４班 水口町今郷 828-2 積載車 

第５班 水口町嶬峨 1307 積載車 

第６班 水口町和野 1194-2 積載車 

土山 

第１分団 

自動車班 土山町鮎河 1951-1（鮎河地域市民センター） ポンプ車・積載車 

第１班 土山町大河原 1087 積載車 

第２班 土山町鮎河 2838 積載車 

第２分団 

自動車班 土山町黒川 1976-1(六友館) ポンプ車・積載車 

第１班 土山町黒滝 積載車 

第１班 土山町黒川 775-1 積載車 

第２班 土山町笹路 246 積載車 

第３分団 

自動車班 土山町北土山 1715（土山地域市民センター） ポンプ車 

第１班 土山町北土山 800-2 積載車 

第２班 土山町北土山 1504-4 積載車 

第３班 土山町北土山 950-23 積載車 

第４班 土山町瀬ノ音 282-1 積載車 

第５班 土山町野上野５７２ 積載車 

第５班 土山町青土 1052 積載車 

第４分団 自動車班 土山町大野 2154（大野地域市民センター) ポンプ車 
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第１班 土山町頓宮 813-2 積載車 

第２班 土山町前野 588-4 積載車 

第３班 土山町市場 176 積載車 

第４班 土山町大野 1937-1 積載車 

第５班 土山町大野 2218 積載車 

第５班 土山町大野 2633-1 積載車 

第５班 土山町大野 5236 積載車 

甲賀 

第 1分団 

機動部 甲賀町大原中 608-1 ポンプ車 

大原中班 甲賀町大原中 605 積載車 

大久保班 甲賀町大久保 1097 積載車 

鳥居野班 甲賀町鳥居野 1212-1 積載車 

櫟野班 甲賀町櫟野 1130 積載車 

大原上田班 甲賀町大原上田 1489－1 積載車 

神班 甲賀町神 1572 積載車 

拝坂班 甲賀町大原中 833-75 積載車 

第２分団 

機動部 甲賀町上野 1014-1 ポンプ車 

油日班 甲賀町油日 1043-3 積載車 

上野班 甲賀町上野 1730-2 積載車 

毛枚班 甲賀町毛枚 1175 積載車 

和田班 甲賀町和田 199-3 積載車 

高嶺班 甲賀町高嶺 478 積載車 

五反田班 甲賀町五反田 368－2 積載車 

第３分団 

機動部 甲賀町神保 1717-9 ポンプ車 

岩室班 甲賀町岩室 1420、1396 積載車 

小佐治班 甲賀町小佐治 1739-5、6 積載車 

隠岐班 甲賀町隠岐 2093 積載車 

神保班 甲賀町神保 1360-3 積載車 

第４分団 

機動部 甲賀町大原市場 25-1 ポンプ車・積載車 

相模班 甲賀町相模 848 積載車 

大原市場班 甲賀町大原市場 858-2 積載車 

高野班 甲賀町高野 977 積載車 

田堵野班 甲賀町田堵野 827-1,828-1 積載車 

滝班 甲賀町滝 854 積載車 

― 
甲賀方面隊

拠点施設 
甲賀町大久保 539 ― 
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甲南 

第１分団 

第１班 甲賀市甲南町深川 2805 ポンプ車・積載車 

第２班 甲賀市甲南町森尻 670 積載車 

第３班 甲賀市甲南町耕心 2丁目 1023－40 積載車 

第４班 甲賀市甲南町深川 24－1 積載車 

第２分団 第１班～第３班 甲賀市甲南町杉谷 95－4 ポンプ車・積載車 

第３分団 

第１班・第２班 甲賀市甲南町池田 3461 積載車 

第３班 甲賀市甲南町竜法師 954－3 ポンプ車 

第４班 甲賀市甲南町磯尾 941－1 積載車 

第４分団 第１班～第３班 甲賀市甲南町野川 828－3 ポンプ車・積載車 

第５分団 

第１班 甲賀市甲南町寺庄 960 ポンプ車 

第２班 甲賀市甲南町葛木 1061－3 積載車 

第３班 甲賀市甲南町稗谷 805－2、806－2 積載車 

第４班 甲賀市甲南町希望ケ丘 1丁目 3－4、3－3 積載車 

第５班 甲賀市甲南町希望ケ丘本町 9丁目 427 積載車 

信楽 

信楽分団 

第１部 信楽町長野 1252 ポンプ車・積載車 

第２部１班 信楽町神山 1361-7 ポンプ車 

第２部２班 信楽町神山 833 積載車 

第３部 信楽町江田 554-1 ポンプ車 

第４部１班 信楽町田代 702-2 積載車 

第４部２班 信楽町畑 811 積載車 

雲井分団 

第１部 信楽町勅旨 481 積載車 

第２部 信楽町牧 72-3 積載車 

第３部 信楽町黄瀬 3024-1、1251-1、1316-5 ポンプ車 

第４部 信楽町宮町 1155 積載車 

小原分団 

第１部１班 信楽町柞原 776 ポンプ車 

第１部２班 信楽町杉山 197 積載車 

第２部１班 信楽町小川 763-3 積載車 

第２部２班 信楽町小川出 131-2 積載車 

旧第３部 信楽町西 349-5 積載車 

朝宮分団 

朝宮分団 信楽町上朝宮 464-2 ポンプ車 

第１部 信楽町上朝宮 805-1 積載車 

第２部 信楽町下朝宮 610-1 積載車 

第３部 信楽町宮尻 633 積載車 

多羅尾分団 多羅尾分団 信楽町多羅尾 2159-3 ポンプ車・積載車 
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（５） 消防団組織の課題 

１） 社会環境の変化 

現在の消防団組織は、団本部と旧町単位を基本とする５方面隊２３

分団と女性消防隊で構成されており、分団の地区ごとの内訳は、水口方

面隊が５分団、土山方面隊が４分団、甲賀方面隊が４分団、甲南方面隊

が５分団、信楽方面隊が５分団となっていますが、管轄区域の人口や世

帯数、地理、交通等の社会情勢の変化、産業・就業構造の変化等があり、

必ずしも適正な規模や配置となっていない状況です。特に、山間部で過

疎化・高齢化が進んでいる地域などでは消防団員の確保が厳しく、統廃

合や定員の削減などを希望する分団があります。 

 

２） 消防団員の確保 

     少子高齢化の進展や山間部地域を中心とした若者の流出、地域活動

に対する意識の希薄化等により、消防団員の確保は困難な状況にあり、

地域防災力の低下が危惧されています。 

     また、被雇用者団員の増加や勤務形態の多様化により、災害出動に対

応できない団員が増えており、消防団員の活動しやすい環境整備が課

題となっています。 

 

３）  消防施設の老朽化 

消防団の車庫・詰所や消防車両等の消防施設は、大部分が昭和４０

年代～６０年代にかけて建設されており、使用年数の長期化が顕著と

なっています。 

     消防団の車庫・詰所には、待機室や車両・ホース洗場、ホース乾燥柱、

駐車場等が確保されていない場合もあります。 

     また、消防車両の老朽化に伴う地域防災力の低下や維持管理におけ

る消防団員の負担増加などが危惧され、消防団員が活動しやすい施設

整備が課題となっています。 
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 表９  

 

 

 

※ 国では、２０１０年の国勢調査を基準に、その５０年後を節目として推計等

を行っており、本件においてもこれに準じています。 

 

※ ２０２０年以降の推計人口は国立社会保障・人口問題研究所の推計値に基づ

いています。 
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表１０  

 

 

 表１１  

 

 

1,2041,2011,1991,2061,2021,2041,1991,201
1,1871,1781,168

1,1501,148
1,123

1,0811,075

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

H16 H17 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2

消防団員数の推移

実員 条例定数

（人） 

 90,391 
90,901 

総人口の推計結果 
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３． 消防団の充実強化に向けた取り組み 

（１） 消防団に期待される役割 

 

１） 身近な防災リーダー 

     消防団は、郷土愛護の精神に基づいた高い士気を維持しながら、常備

消防（消防本部や消防署）との連携の下、幅広い消防防災活動を担って

います。また、地域の住民で組織され、地域の実情を熟知し、要員動員

力を有している消防団は、身近な防災リーダーとして、市民の期待は大

きなものとなっています。 

 

２） 大規模災害での対応 

     大規模災害が発生した際には、被害を最小限に抑えるために、消防団

の特性である地域密着性、要員動員力、即時対応力を生かし、常備消防

や防災担当部局、地域コミュニティ等と密接に連携した活動が重要に

なります。 

 

３） 地域コミュニティの中核 

     少子高齢化の進展による若者の減少から地域が抱える課題は多様

化・深刻化する傾向にあります。消防団員は、地域コミュニティの活動

に積極的に関わりながら、地域づくりの担い手として、地域の課題解決

や地域活性化等に貢献することが期待されています。 

 

（２）消防団組織の充実と再編 

現在の組織は旧町単位の５方面隊・２３分団と女性消防隊で構成されて

います。管轄区域の人口や世帯数、地理、交通等の社会条件の変化、産業、

就業構造の変化等があり、地域の実情に応じた組織体制の見直しが必要に

なってきています。特に少子高齢化の進展に伴う人口減少によって、消防

団員の確保が難しくなり、施設や車両の維持管理が困難になる分団等が出

てくることが予想されます。今後は消防団組織体制の見直しとそれに合わ

せた施設・車両の再編を行い、日々の活動や他機関との連携を円滑にする

ための装備の充実も行いながら、機能的で実行力の高い消防団組織の構築

を進めていきます。 
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基本的な方針 

１）  消防団員の配置 

           消防団員の総数は、「消防力の整備指針」で地域実情に応じ業務を円

滑に遂行するために必要な数とされています。地域防災力の維持のた

めに、引き続き消防団員の確保に努め、組織再編に伴う定員の削減は

最小限で行います。 

 

２） 消防団組織の再編 

       方面隊制を含む分団・部・班の編成については、地域の実情を勘案し、

管轄する分団や部、班や隣接する分団等の意見を尊重して検討を進め

ていきます。また区・自治会などの地域コミュニティとも綿密な調整

をとり、住民の合意形成を得るように努めていきます。特に消防団の

担い手の減少などから、組織体制や出動体制の維持が困難になってい

る分団等があれば、早急に実情を把握し、優先的に再編の検討を進め

ることとします。 

 

３） 消防施設・車両の配備 

           各分団等には、消防活動に必要な消防車両と資機材、それを保管す

る消防車庫・詰所を配備しています。消防車庫や車両の経過年数の長

期化が顕著となっており、団員減少が深刻化した場合は、それらの維

持管理にかかる団員の負担も増えていきます。そのため、組織体制の

再編とそれに合わせた施設の集約等も視野に入れながら、適正な配備

及び計画的な整備を「甲賀市消防施設長寿命化計画」と連携し進めて

いきます。 

 

４）  地域防災力の維持   

     消防団組織の再編を検討する中で、山間部地域等で人口減少の影響に

より分団等の統廃合を行う場合は、地域防災力の維持に支障が出ないよ

うに配慮します。必要に応じて、多機能型の資機材の配備や初動体制の

強化を行います。また、区・自治会や自主防災組織、女性防火クラブ等

と意思疎通を図り、災害対応の連携強化を強めていきます。 
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（３）消防団組織の再編について 

１） 消防団組織の再編 

人口減少を見据えて、消防団組織の統廃合等の再編を検討するにあ

たり、分団単位で主に以下の基準を満たしているか否かを考慮し、再編

を実施します。ただし、地域の実情やその他特別な事情がある場合は、

この限りではありません。 

 

基準１：人口における団員の割合 

国立社会保障・人口問題研究所の人口世帯予測データに基づき、「第２次

甲賀市総合計画の人口推計」から、令和２年の人口における消防団員数（条

例定数）の割合を基準とし、各年次の消防団員数の目標数値を示していま

す。（表１２参照）   

地域防災力を維持するためには、各年次で人口と実員数の割合が基準を

下回らないよう、定員の確保が必要になります。目標数値と実員数に大き

な差がある分団等があれば、実情を把握し、再編を検討します。 

                                                       表１２  

（人） 

 令和 2年 

（2020） 

令和10年 

（2028） 

令和22年 

（2040） 

令和37年 

（2055） 

甲賀市人口推計 90,391 87,000 83,332 76,895 

消防団員定員 1,120 1,078 1,032 952 

                         

基準２：常備消防が各地域へ到達するまでの時間との関係 

 災害対応力の効率化を図るために、以下の基準により組織再編の検

討を行います。Ｐ５～９表３「常備消防が各地域へ到達するまでの時

間」において、 
 

〇常備消防が到達するまでに時間を要し、延焼拡大の危険がある

と考えられる地域（評価Ｂ）が全てまたは複数ある分団（※Ｐ５

～９表３で    の分団）は、人口に対する団員の割合を令

和１０年以降においても維持します。 
  
〇常備消防の初期対応が可能であり、延焼拡大の危険性がある地

域（評価Ｂ）が１箇所以下の分団は、人口に対する団員の割合の

基準を下回り組織再編することも可能とします。 
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 表１３  
〇甲賀市総人口における団員１人あたりの人口   

  

※令和 10 年の各分団人口は、社人研推計に基づく、甲賀市人口推計 87,000 人を元に一律に算出しています。 

 

方面隊 分団

人口 定員内訳 団員の割合(％) 団員1人当たりの人口 人口 定員内訳 団員の割合(％) 団員1人当たりの人口

正副団長 ― 3 ― ― ― 3 ― ―

水口方面隊 幹部 ― 2 ― ― ― 2 ― ―

第１分団 13,658 64 0.47 213 13,231 62 0.47 213

第２分団 11,318 50 0.44 226 10,865 48 0.44 226

第３分団 3,595 36 1.00 100 3,395 34 1.00 100

第４分団 8,752 67 0.77 131 8,360 64 0.77 131

第５分団 3,480 53 1.52 66 3,349 51 1.52 66

水口方面隊計 40,803 272 0.67 150 39,153 261 0.67 150

土山方面隊 幹部 ― 2 ― ― ― 2 ― ―

第１分団 521 24 4.61 22 499 23 4.61 22

第２分団 792 26 3.28 30 762 25 3.28 30

第３分団 3,408 50 1.47 68 3,272 48 1.47 68

第４分団 2,720 53 1.95 51 2,617 51 1.95 51

土山方面隊計 7,441 155 2.08 48 7,153 149 2.08 48

甲賀方面隊 幹部 ― 2 ― ― ― 2 ― ―

第１分団 3,632 71 1.96 51 3,478 68 1.96 51

第２分団 2,101 64 3.05 33 2,035 62 3.05 33

第３分団 1,648 49 2.97 34 1,581 47 2.97 34

第４分団 2,587 49 1.89 53 2,481 47 1.89 53

甲賀方面隊計 9,967 235 2.36 42 9,586 226 2.36 42

甲南方面隊 幹部 ― 2 ― ― ― 2 ― ―

第１分団 4,961 38 0.77 131 4,700 36 0.77 131

第２分団 2,208 33 1.49 67 2,141 32 1.49 67

第３分団 3,103 37 1.19 84 2,935 35 1.19 84

第４分団 805 27 3.36 30 775 26 3.36 30

第５分団 9,284 37 0.40 251 9,033 36 0.40 251

甲南方面隊計 20,361 174 0.85 117 19,542 167 0.85 117

信楽方面隊 幹部 ― 2 ― ― ― 2 ― ―

信楽分団 5,837 91 1.56 64 5,645 88 1.56 64

雲井分団 3,068 55 1.79 56 2,956 53 1.79 56

小原分団 1,924 48 2.49 40 1,844 46 2.49 40

朝宮分団 662 33 4.99 20 642 32 4.99 20

多羅尾分団 328 24 7.32 14 314 23 7.32 14

信楽方面隊計 11,819 253 2.14 47 11,399 244 2.14 47

女性消防隊 ― 13 ― ― ― 13 ― ―

予備人員 ― 15 ― ― ― 15 ― ―

計 90,391 1,120 1.24 81※平均 87,000 1,078 1.24 81※平均

の分団は、常備消防が到達するまでに時間を要し、延焼拡大の危険があると考えられる地先が全て又は複数ある分団

令和２年 令和10年
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⇒Ｐ２２表１３の「団員の割合（％）」を維持し続けることで、団員一人

当たりの人口が常に同じとし、地域防災力の維持につなげます。 

 また、    の分団は、常備消防の到達に時間を要し、延焼拡大の

危険性が高い地先が多いため、団員の割合の維持が必要です。 

それ以外の分団は、常備消防を含めた消防力の効率化を図る目的とし

て、団員の割合を下回る組織再編を行うことも可能とします。 

 

基準３：車両運用に必要な人員 

消防施設や組織体制の適正化を目的に、車両運用に必要な人員数の基準

（分団定員）を以下に取り決めます。 

＜運用可能な人員＞ 

〇車両ごとの運用人数はポンプ自動車５名、積載車４名とします。 

〇１台当たりの定員は運用人員の２倍とします。 

これにより、車両 1 台当たりの定員は、ポンプ自動車は１０名、積載

車は８名になります。１台当たりの定員の合計が、分団、部、班の体制の

維持に必要な人員（分団定員）とします。 

 【例】分団にポンプ自動車２台、積載車４台の場合は、分団定員は５２名と

なる。 

    １０名×２台＋８名×４台＝５２名（組織運営に必要な人数） 

 

（４）消防団員の活動体制 

１） 消防団員の確保 

本市の消防団員の条例定数は１,１２０名となっていますが、社会情

勢や住民意識の変化等に伴って、消防団員数は不足している状況です。 

引き続き消防団業務を円滑に遂行するために必要な消防団員数の確

保に努め、組織再編に伴う削減は最小限とします。 

 

２） 活動隊の編成 

社会情勢の変化等に伴って被雇用者団員の増加や勤務形態の多様化

等が顕著であり、勤務地や勤務体制等により災害発生時にすぐに参集

できない場合があります。また、災害活動が長時間に渡る場合には、

消防団員の安全を確保するために交代できる体制が必要となることか

ら、分団定員については、ポンプ自動車 1 台当たり１０名、積載車１

台当たり８名を基準にした編成に努めることとします。 
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３） 消防団員の定数 

消防団員の定数管理は方面隊単位となっており、組織再編に伴い、  

必要に応じて分団定数を見直すものとします。なお、組織再編による

定数の削減は最小限とし、消防団全体として定数の維持に努めていき

ます。また、条例定数の範囲内において、分団の定数管理を弾力的に

行うなど消防団員を確保するために効果的な運用を図ります。 

 

(５) 消防団施設の整備 

１） 消防団車庫・詰所 

消防団車庫は老朽化が進んでいるとともに、これらの状況を勘案し

ながら計画的な整備を進めていきます。特に、組織再編を円滑に進める

ために、再編の対象となる部又は班は、市有施設を始めとする周辺の公

共施設の活用や別消防施設への集約を視野に入れながら、優先的に整

備を進めていきます。 

また、分団単位での効率的で効果的な消防団活動を推進するため、長

期展望として消防施設に関しては、特別な場合を除き基本的に各分団

に消防ポンプ自動車は１台、ポンプ自動車の車庫は市の所有施設の１

か所を基準とした集約化を図ります。 

 

＜今後の実施スケジュール＞ 

  少子高齢化による、若年層人口の減少や市の財政状況の悪化等により、

想定より早く消防団の組織体制や施設・車両の維持管理が困難になって

いく状況が危惧されるため、以下のスケジュールで定期的な見直しを進

めていきます。 

 

第１期 ＜令和３年（2021 年）～令和１０年（2028 年）の間＞ 

基本的には現状の体制を維持します。方面隊内の再編状況により、

計画を前倒しする場合もあります。 

 

第２期＜令和１１年（2029 年）～令和２２年（2040 年）の間＞ 

  ポンプ自動車の車庫は、すべて市の施設とします。 

市有の積載車車庫については地域への移管や、集約化等検討を行い 

ます。 

 

第３期＜令和２３年（2041 年）～令和３８年（2056 年）の間＞ 

  ポンプ自動車の車庫は分団に１ヵ所までとします。 
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地元所有の積載車の車庫については、公共施設の最適化が進む中で、 

活用できる施設があれば市の施設に集約することを検討します。 

 

２） 消防団車両 

消防団の車両は、使用年数が長期化する傾向にあり、故障の増加や

修理の長期間化など地域防災に支障が生じることが危惧されるため、

計画的な更新と適正な管理を進めていきます。組織再編の基準に基づ

き、分団等の再編と連動し配備をしていきます。 

なお、消防車両の種別については、社会情勢の変化によって生まれ

るニーズや消防団員の負担の均一化を考慮し、全団で統一した種別、

仕様の車両とします。 

 

＜見直しにかかる方針＞   

  地域防災力や体制維持の観点から、分団定員の減少に伴う車両の見

直しについては、以下の方針で再編を検討します。 

 〇車両の見直しによる地域防災力への影響を最小限にするため、積載

車から優先的に適正配置を検討します。 

〇２台以上のポンプ車を所有する分団については、ポンプ車が１台に

なるまで優先的にポンプ車の見直しを検討します。 

（市内全域において、消防力や団員の負担を均一化するため） 

 

３） 装備品の拡充 

平成２６年２月に「消防団の装備の基準（昭和６３年消防庁告示第

３号）」が一部改正され、消防団員の安全確保のための装備や双方向の

情報伝達が可能な情報通信機器、救助活動用資機材等の配備が新たに

位置づけられました。新たな基準に基づいて、地域の実情や消防団員

の要望等を踏まえながら、計画的な拡充を図っていきます。 

 

（６） その他の対策 

１） 出動体制の見直し 

火災が発生した際の初動対応は被害の軽減やその後の応急対策に大

きな影響を及ぼすため重要です。 

組織再編に伴って管轄区域が拡大する部や班があることから、初動

体制(第１出動)や被害拡大が予想される場合の増援(第２出動)等を

強化するとともに、大規模な災害等においては、隣接する分団や方

面隊の協力連携できる体制を確立します。 
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２) 本部機能の強化 

消防団本部は、団長や副団長で構成されており、団長等は、消防団

事務を総括し、団員を指揮監督する役割を担っています。 

複数の分団において連携した円滑な消防団活動を行うために、本部

の権限や責任を明確にしながら、増員を含めた機能の強化を進めてい

きます。 

 

３） 方面隊体制の強化 

規模の大きい災害での円滑な対応や広域的な応援体制を構築するた

め、方面隊相互の役割を明確にするとともに、教育訓練などを通じて

その効果的な運用と更なる連携強化を図ってまいります。 

 

４） 分団機能の強化 

分団は、活動隊の基本となる部・班とそれらを指揮監督する分団長

や副分団長で構成されており、災害対応や教育訓練、地域団体との連

携、各種事業などを主体的に実施しています。 

分団における教育訓練の指導者を育成するとともに、消防車両等の

運転や整備等は全ての団員が従事できるよう体制を構築していきま

す。 

 

５） 支援団員の配置 

全国的な少子高齢化の進展による消防団員の減少や勤務形態の多様

化による地域防災力の低下が危惧されることから、基本団員の確保が

厳しく、地域防災力を維持するために特に必要とする分団に、消防団

員ＯＢ等による支援団員（機能別団員※）を配置します。 

今後、支援団員の教育訓練の拡充や災害時の情報共有、連携体制の

強化を進めていきます。 

※「機能別団員」とは、恒常的な活動をする「基本団員」とは違い、

入団資格や活動内容を限定した団員です。当市の機能別団員であ

る「支援団員」は、活動を災害現場への出動のみに限定し、消防

団員としての経験のある地元に在住し即座に出動が可能な方を対

象としています。 

 

６） 女性消防団員の確保について 

全国的に団員の減少が進む中、女性消防団員は年々増加しており、
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本市としてもさらなる増員を目指し、災害時の女性目線での後方支援

活動などはもちろん、火災予防の普及啓発、住民に対する防災教育、 

応急手当指導など、きめ細やかな活動により、地域住民の安全•安心の

確保に努めます。 

 

７） 常備消防との連携について 

住民の安全•安心を確保するため、消防機関全体への期待はより高ま

っています。こうした状況を踏まえ、消防団の持つ要員動員力、地域密

着性や即時対応力を活かして、消防力の柱となる常備消防との連携を更

に強化します。 


